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第３回 加古川流域委員会を開催しました 

このニュースレターは加古川流域委員会の審議内容について、流域の皆様に発信するために、加古川流域委員

会が発行しています。加古川流域委員会の内容はホームページでもご覧になれます。 

●委員会の概要 

 
長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す、加古川水系河川整備基本方針の説明等とともに、今後 20～30 年の具体的な

河川整備の内容を示す河川整備計画に反映させる河川整備内容の検討方法について審議を行いました。 

平成 20 年 9 月 25 日に委員 13 名の参加を得て実施しました。 

▲加古川河口部

●第 5 回加古川流域委員会を 12 月 18 日（木）午前 

に開催予定です。

② 第 1 回加古川流域委員会、 

第 2 回加古川流域委員会審議内容の報告 
加古川流域委員会庶務より以下の報告が行われ

ました。 

第 1 回加古川流域委員会では、委員長選出、規約

承認、委員長代理の指名、情報公開方法など、今後

の進め方について決定し、加古川流域の概要の説明

をもとに質疑応答を行いました。 

第 2 回加古川流域委員会では、河口部の干潟、中

流部のレキ河原、上流部の岩盤の露呈した河床など

の加古川の特長を把握するとともに、多くの橋梁や

取水施設、景観が優れているが狭窄部である闘竜

灘、ヨシ原や干潟の保全などの課題が確認されまし

た。 

④ 河川整備内容の検討方法について 
河川管理者より、河川整備計画の策定において、

1 つの原案に対し審議する従来の方法から、下記の

方法で御意見を頂きながら、河川管理者が原案を作

成していく手順について説明が行われました。 
 
○整備の方向性の提示 

○実現のための検討メニューの設定 

○考えられる具体策（複数）の提案 

③ 加古川水系河川整備基本方針について 
河川管理者より、加古川水系河川整備基本方針の

説明と、これを将来の目標とした上で、今後 20～

30 年間の具体的な河川の整備内容を示す、河川整

備計画を作成する上でのポイント(下記)の説明が行

われました。 
 
 
・闘竜灘は治水や景観の面で重要な箇所であるため、十分

に検討する必要があります。 
 
・水際植生や河口干潟などの保全策について検討する必

要があります。 
 
・これらに加えて、利水や河川空間利用などを総合的に

踏まえて河川整備を策定する必要があります。 

① 河川管理者挨拶 
河川管理者より、加古川水系河川整備基本方針が

平成 20 年 9 月 16 日に策定されたことが報告され

ました。 

合計 46 名の方の参加をいただきました。 

～今後の委員会スケジュール～ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊駐車場に限りがございますので、会場へは公共交通機関のご利用をお願いします。 

＊豪雨や地震などの影響によりやむを得ず開催を延期させていただく場合があります。

その際はホームページなどでご連絡いたします。 

＊詳しく(審議の内容等)はホームページをご覧下さい。 

第 5 回 加古川流域委員会の開催について 
第 5回加古川流域委員会を下記の要領で開催します。 

●委員からの主な発言 委員から頂いた意見の概要をまとめました。 

傍 聴 

自 由 

入場無料

加古川流域委員会 庶務 
〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-6-7 
電話：06-6206-5444   FAX：06-6206-6025    担当：岸元（きしもと）  生嶋（いくしま）
 

ホームページからもお問い合せができます      http://www.kakoriver.jp/    

【お問い合せ窓口】 

【日 時】 平成 20 年 12 月 18 日(木) 10:00～12:00 
【場 所】 高砂市文化会館 １階 展示集会室 

       所在：高砂市高砂町朝日町 1-2-1    電話：079-442-4831 
      山陽電車高砂駅から徒歩 5 分 

【お申し込み方法】 
 参加ご希望の方は、①氏名 ②所属 ③住所 ④電話番号をご記入の上、 
 FAX、はがきで下記あて先までお申し込みください。 

傍聴は事前申込みを基本としていますが、委員会当日にも会場にて受付致します。 

※ホームページからも申込みができます。 

【応募締め切り】12 月 15 日(月)※はがきは必着です 

●河川の営力とはどのような意味なのでしょうか。
（河川管理者による回答）川の水が多くなったり少なくなったりする機能
やメカニズムのことを指しています。 

●加古川水系河川整備基本方針は社会資本整備審議会での議論を経て決定
されたとのことですが、加古川分科会というものがあるのですか。 

（河川管理者による回答）河川分科会のなかで、幾つかの水系をまとめ
て審議されました。 
 
●基本高水を 9,000m3/s に設定してありますが、この根拠を教えてください。 
（河川管理者による回答）全国的な評価基準によって 1/150 年確率での
雨量を外力として行いました。これまでのデータの確率処理から 1/150
年確率雨量は 271mm(2 日雨量)となり、この雨が降ったときの国包地点
での流量は 9,000m3/s となります。また古い文献などから、過去にこの
流量が発生したであろうことを確認しました。以上から、基本高水は
9,000m3/s と設定しました。 
 
●植生の外来種について､駆除と移入回避を行うための考えを教えてください。
（河川管理者による回答）外来種の駆除は、どの河川でも問題になって
います。明快な解決策は見つかっていませんが、御意見を頂きながら
検討していきたいと考えています。 
 
●闘竜灘の疎通能力が問題となっていると思います。上流部で流量を減らす対

応が必要だと思うのですが、そのような対応も考えているのでしょうか。 
（河川管理者による回答）最大限川に流せる水の量は国包地点より下
流では、7,400m3/s(計画高水)と考えています。基本高水を9,000m3/sと
すると、1,600 m3/s の差が出ます。この差はダムや遊水池に溜めておく
等の議論が必要です。 
 
●水分れ地点での局地性豪雨の説明がありましたが、河川整備計画とはどのよ

うな関連があるのですか。 
（河川管理者による回答）水分れ地点で局地生豪雨が多いという気象
特性は、社会資本整備審議会で話題となった事項であり、河川整備計
画を議論する上で知っておいてもらう必要があるため説明させていただ
きました。 
 
●水分れ地点の雨の多さと、兵庫県が行っている激特事業とがどう関係するか

も議論する必要があります。兵庫県との連携も重要になります。 

●洪水調節にはどうしても上流での対応が必要
になりますが、国管理区間より上流の県管理
区間の位置づけはどのように考えれば良いの
でしょうか。 

（河川管理者による回答）国管理区間の整
備には、上流部との調整が必要であること
は認識しています。国管理区間だけでなく、
流域全体での議論を前提にしてください。 
 
●本来であれば、2～3 ケースの外力に対して全

てを満足する整備の案を考えるのが普通だと
思うのですが、なぜそれぞれの外力に対して対
策を考える方法をとるのでしょうか。 

（河川管理者による回答）複数の外力に対
して全てを満足する整備を設定すると、改
修のスピードが遅くなることが懸念されま
す。大中小といった複数の外力ごとに整備
の案を考え、今後 20～30 年間での整備の
実施の可能性も合わせて比較することとし
ました。また、想定する外力は、住民の方々
も記憶にある具体的な実績洪水を対象とし
て検討したいと思います。 
 
●河川整備基本方針には、社会の変化や地球

環境の変化に関する記述は無いのですが、河
川整備計画ではその変化をどのように考えて
いくのでしょうか。 

（河川管理者による回答）河川整備計画は
社会情勢の変化をどのように反映させるか
検討する必要がありますが、20～30 年の期
間を対象とした計画なので現状の条件で議
論をスタートしたいと思います。 
 

第 1 回加古川流域委員会、第 2 回加古川流域委員会審議内容の報告 河川整備内容の検討方法について 

加古川水系河川整備基本方針について 


